
庁  議  案  件  Ｎｏ．１  

平成 ２９年 １０月 ３１日  

所管 子ども青少年局 子ども青少年育成部   

  

件  名 
（株）サカイ引越センターとの「子育て支援情報の発信強化に関する連携協定書」 

の締結について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【現状】 

○ 平成２４年８月：子ども青少年局公式フェイスブックページ「さかい子育て応援団」

を開設。 

○ 平成２９年１月：楽しく安心して子育てができる情報を一人ひとりの状況に応じてタ

イムリーに分かりやすく提供するスマートフォンアプリ「さかい子育て応援アプリ」

を配信。 

 

【課題】 

 「子育てのまち 堺」を全国にＰＲするため、子育て支援情報の発信を一層強化する

必要がある。 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（ 案 ） 

【対応方針】 

（株）サカイ引越センターと「子育て支援情報の発信強化に関する協定書」を締結し、

今まで以上に『子育てのまち 堺』としての情報発信に努め、子育て世帯に対する本市の

魅力向上に取り組む。 

 

【協定の概要】 

 堺市の子育て支援情報発信の充実強化に関し、相互に連携・協力して取り組むことに

より、市民サービスの向上や地域の活性化をめざす。 

 

【取組内容】 

最初の取組として、（株）サカイ引越センターのトラック（近畿圏約４００台）にステ

ッカーを貼付し、走る広告塔として『子育てのまち 堺』のＰＲに協力してもらう。 

今後、本協定に基づき、一層の連携した取組を検討していく。 

 

【協定締結式予定日】 

平成２９年１１月９日（木） 

 

【備 考】 

締結式終了後に市民交流広場「Ｍina さかい」において、ステッカーを添付したトラ

ックを展示する。 

 

【参考：主な（株）サカイ引越センターと堺市の連携した取組】 

 平成２９年２月２１日 災害時における物資の輸送等に関する協定 

効果の想定 ・「子育てのまち 堺」のＰＲ強化 

関係局との 

政 策 連 携 

 

 



子育て支援情報の発信強化に関する連携協定書（案） 

 

 

 堺市（以下「甲」という。）と株式会社サカイ引越センター（以下「乙」とい

う。）は、次のとおり協定書を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が子育て支援情報の発信強化に取り組むことに

より、市民サービスの向上や地域の活性化に寄与することを目的とする。 

 

（連携する事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、

相互に連携し協力するものとする。 

 （１）甲の子育て支援情報の発信の充実強化に関すること 

 （２）前条の目的を達成するために必要な取り組みに関すること 

 

（具体的取組の内容及び実施方法） 

第３条 前条各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、定期的

に協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法については協議し定

めるものとする。 

 

（協議） 

第４条 この協定に定めにない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じ

た場合は、誠意をもって甲乙協議の上、決定する。 

 

（有効期限） 

第５条 本協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成３０年３月３１日

までとする。ただし、協定期間が満了する３０日前までに、甲乙いずれから

も解除又は変更の申し出がない時は、１年間延長されたものとみなし、以後

もまた同様とする。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１部

を保有する。 

 

 

 

 



平成２９年  月  日 

 

     甲 堺市堺区南瓦町３番１号 

        堺 市 

        堺 市 長   竹 山  修 身 

 

     乙 堺市堺区石津北町５６ 

        株式会社 サカイ引越センター 

        代表取締役社長  田 島 哲 康 
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